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第１章 はじめに
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Introduction

住宅は生活の基盤であると同時に都市を形づくる

基本的な要素です。住宅のありようは、都民の生活

の質はもとより都市の活力や景観、地域社会の維持

形成とも密接に関連しています。居住の場としての

魅力を高めることが、東京の成⾧に欠かせません。

東京都は、1991（平成３）年度に東京都住宅マス

タープラン（以下「住宅マスタープラン」とい

う。）を策定して以来、５年ごとに改定を行いなが

ら、都民の住生活の安定向上に向けて、時代に即し

た住宅政策を展開してきました。

一方、少子高齢化や住宅ストックの老朽化など、

都民の住生活を取り巻く環境は大きく変化していま

す。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

都民の働き方や住宅に対する価値観等に大きな変化

が生じています。さらに近年、気候変動がもたらす

影響は深刻さを増しており、住宅の省エネ対策等の

更なる促進を図り、家庭部門のＣＯ２排出量を低減

させていく取組が急務となっています。

こうした、都民の住生活を取り巻く社会状況の大

きな変化を捉え、成⾧と成熟が両立した明るい未来

の東京の実現を目指して、今後の住宅政策の目標や

施策について具体的かつ体系的に示し実施していく

ための計画として、新たな住宅マスタープランを策

定します。

０１ 新たな住宅政策の展開
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０２ 住宅マスタープランの性格

この住宅マスタープランは、東京都住宅基本条例

（平成18年東京都条例第165号）第17条に基づいて

策定するものであり、条例に定める住宅政策の目標

や基本的施策を具体化し、福祉、環境、まちづくり、

雇用など関連する各政策分野との連携を図りながら、

住宅施策を総合的かつ計画的に推進するための基本

となる計画です。
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東京都全域を対象とした住宅政策を展開するに当

たり、都民や住宅関連事業者、まちづくりに取り組

む各種団体、NPOなど多様な担い手に向けて協力と

協働を求めるメッセージとなるものであり、さらに、

区市町村が、地域の特性に応じた住宅マスタープラ

ンを策定する際の指針ともなるものです。

また、この住宅マスタープランは、住生活基本法

（平成18年法律第61号）に基づく住生活基本計画の

都道府県計画としての性格を併せ持つものです。

東京都住宅マスタープランの位置付け

０３ 計画の期間 ０４ 政策指標等の設定

この住宅マスタープランは、将来的な社会経済状

況を見据えつつ、2021（令和３）年度から2030（令

和12）年度までの10年間における施策の展開の方向

を示します。

社会経済状況の変化に的確に対応し得るよう、今

後もおおむね５年ごとに見直しを行うなど、適切に

対応していきます。

この住宅マスタープランでは、目標の達成状況を

定量的に測定し、施策の効果について検証を行って

いくため、政策指標を設定します。

また、住宅市場の動向や問題の発生を観測し、要

因の分析や対応策の検討、都民の住生活に関する意

識・意向の状況等について把握するため、観測・実

況指標、意識・意向指標を設定します。

これらの指標は、統計データにより現状把握や

フォローアップが可能な項目について設定していま

す。
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1第 章

東京都住宅基本条例

東京都
住宅マスタープラン

東京都住宅政策審議会答申

区市町村住宅マスタープラン 区市町村の総合計画

福祉、環境、まちづくり等
都のその他の計画

住生活基本計画
(都道府県計画)

重点供給地域
住生活基本計画
(全国計画)

住生活基本法

「未来の東京」戦略

都市計画法

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針
（区域マス）

都市再開発の方針
防災街区整備方針

大
都
市
法

住宅市街地の
開発整備の方針

重点地区

高齢者の居住安定確保プラン

東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

東京マンション管理・再生促進計画

東京都高齢者保健福祉計画

東京都環境基本計画

都市づくりのグランドデザイン

等

住宅施策に関する計画


